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 において，当裁判所

が令和元年７月１８日に言い渡した判決について，明白な誤りがあったので，職権

により，次のとおり更正する。 

               主     文 

１ 主文第２項から第５項までを次のとおり更正する。 5 

「２ 被告Ｃは，原告に対し，１４万３０００円及びこれに対する平成２７年１

０月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１１万円及

びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告

Ａ，同Ｂ及び同Ｄと連帯して）を支払え。 

  ３ 被告Ｄは，原告に対し，１４万３０００円及びこれに対する平成２７年１10 

０月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１１万円及

びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で被告

Ａ，同Ｂ及び同Ｃと連帯して）を支払え。 

４ 原告の被告Ｃ，同Ａ，同Ｂ及び同Ｄに対するその余の請求並びに被告市に

対する請求をいずれも棄却する。 15 

  ５ 訴訟費用は，原告の負担とする。 

  ６ この判決は，第１項ないし第３項に限り，仮に執行することができる。」 

２ ２４頁４行目冒頭から同頁１４行目末尾までを次のとおり更正する。 

「以上によると，被告Ａ及び同Ｂに対する請求は，１１万円及びこれに対する平

成２７年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金（ただし，20 

１１万円及び同月１０日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の限度

で被告Ｃ及び同Ｄと連帯して）の連帯支払を請求する限度で理由があり，被告Ｃ

に対する請求は，１４万３０００円及びこれに対する同日から支払済みまで年５

分の割合による遅延損害金（ただし，１１万円及びこれに対する同日から支払済

みまで年５分の割合による遅延損害金の限度で被告Ａ，同Ｂ及び同Ｄと連帯して）25 

の支払を請求する限度で理由があり，被告Ｄに対する請求は，１４万３０００円
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及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金（ただし，

１１万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

の限度で被告Ａ，同Ｂ及び同Ｃと連帯して）の支払を請求する限度で理由がある

から認容し，被告Ｃ，同Ａ，同Ｂ及び同Ｄに対するその余の請求並びに被告市に

対する請求は，いずれも理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決5 

する。」 

令和元年８月１日 

    京都地方裁判所第１民事部 

 

         裁判長裁判官     井   上   一   成 10 

 

 

            裁判官     加   藤   優   治 
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            裁判官     友   延   裕   美 


